
・東京電力（支払期限延長）▶0120-993-052
・新日本ガス（支払期限延長）▶0120-70-2411

住宅確保給付金（賃貸住宅に住み、失業等の場合、求
職中の家賃最長９か月相当分を支給）
▶鴻巣社協生活困窮者自立相談支援センター
048-597-2100

・特別定額給付金 1人10万円給付 
鴻巣市給付予定日 5月25日から順次
▶特別定額給付金給付プロジェクト  048-597-2100　
・緊急小口融資（休業等による収入減少、貸付２０万円以内※、
１回、連帯保証人不要・無利子、返済免除有）※特に必要と認められる場合
▶鴻巣市社会福祉協議会 048-597-2100　
・生活支援費（失業等による生活困窮、貸付最大月額20万円以
内、３か月まで、連帯保証人不要・無利子、返済免除有）
▶鴻巣市社会福祉協議会 048-597-2100　

・docomo（支払期限延長）▶0800-333-0500
・au（支払期限延長）▶157または0077-7-111
・Softbank（支払期限延長）▶0800-170-4535　

・国民年金（免除・納付猶予）▶国保年金課 048-541-1321
・国民健康保険（減免）▶国保年金課 048-541-1321
・介護保険料（減免）▶介護保険課 048-541-1321

県税、国税の猶予措置等あり。
県税事務所（県税）・税務署（国税）へ

・日本学生支援機構（給付あり）▶ 03‐6743‐6100
・奨学金貸付　▶県財務課 奨学金担当　048-830-6652
　在学する高校・大学でも相談を受け付けています。
・ひとり親家庭の場合は、母子父子福祉資金貸付（下記）でも
   借りることができます。夢を諦めないでください。
・母子父子寡婦福祉資金貸付（生活費・学費等の貸付）　　　
▶埼玉県東部中央福祉事務所　048-737-2359
・ひとり親家庭等への緊急支援給付金事業 ※申請不要,5/22振込
　（鴻巣市独自、児童扶養手当支給者へ3万円給付）
　▶鴻巣市子育て支援課給付担当　048-597-2100

・小学校休業等対応助成金
   （休校・休園等により休職した場  合、１日４，１００円支給）
▶ハローワーク助成金コールセンター 0120-60-3999

・持続化給付金
　（前年同月比売上半減などの場合、中小企業へ２００
　万円、個人事業主で１００万円を上限に　支給）
　R3/1/15締切　
▶中小企業 金融・給付相談窓口 03-3501-1544
・埼玉県中小企業個人事業主支援金 
   休業要請協力を一定の日数行った事業者へ給付
　第一弾 20万円or30万円支給　※締切6/15
　第二弾 10万円支給 ※締切7/17
▶埼玉県中小企業支援窓口 048-830-8291 
・鴻巣市独自給付金　
　令和2年2月-令和2年6月の売上が5%減少で、
　　中小企業者等支援給付金　10万円給付
　　家賃等支援給付金　最大5万円給付
　テイクアウト等事業支援補助金  
　テイクアウト等実施事業者へ 最大5万円補助
▶商工観光課商工労政担当　048-597-2100

・新型コロナウイルス感染症特別貸付
（売上高が５％以上減少した企業が対象等、実質
無利子・無担保、５年元本返済猶予）
▶日本政策金融公庫熊谷支店（鴻巣市を管轄）
　国民生活事業について 048-521-2731 
・経営安定資金/経営あんしん資金（コロナ対応）
（融資期間10年、3年元本返済猶予）
▶県企画・制度融資担当　048‐830‐3801
・農業者特例措置
（コロナの影響を受けた農業者）
（5年間実質無利子、無保証人、無担保）
▶日本政策金融公庫熊谷支店（鴻巣市を管轄）
　農業水産事業について　048-521-2731 

・セーフティネット保証4号
（２０％売上減少、上限２億８,０００万円）
・セーフティネット保証５号（業種指定あり）                                                                       
（５％売上減少、上限２億８,０００万円）
▶商工観光課商工労政担当　048-541-1321

・雇用調整助成金（給与の最大９０％まで支給）
▶ハローワーク助成金センター 0120-60-3999

・小学校休業等対応助成金
（休校・休園等により休んだ場合、１日８,３３０円　
　まで支給）
▶ハローワーク助成金センター 0120-60-3999
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お手続きに関して、ご不明点やご相談等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

SNSにて情報発信中！ (Twitterは即時！）
DMでも相談受付中です。（フォローもお願い致します）

鴻巣市議会議員  金子裕太

※本資料は墨田区議会議員　佐藤あつしさんの作成資料を元に、鴻巣市版にアレンジ致しました。



・セーフティネット保証4号
（２０％売上減少、上限２億８,０００万円）
・セーフティネット保証５号（業種指定あり）                                                                       
（５％売上減少、上限２億８,０００万円）
▶商工観光課商工労政担当　048-541-1321

討議資料

28歳

号外

　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、鴻巣市独自施策や国の特別定額給付等を含む補正予算
が編成されました。我々議員からも市民の皆さんから頂いたたくさんの要望を市執行部へ届けて
おり、市内中小企業、個人事業主への給付金やひとり親家庭への給付金が実現しました。
　5/25に埼玉県でも緊急事態宣言が解除されておりますが、第二波、第三波の心配もあること
から今後に備えての対応策も必要だと感じております。
　また、コロナによる経済的なダメージを受けている方も数多くおります。各種給付金等施策が
用意されておりますが、数が多くわかりづらい等の声も伺います。裏面に主だった施策をまとめ
ておりますので、ぜひ周りの方にも教えてあげてください。
　まだまだコロナとの戦いは続きますが、気を緩めずに立ち向かっていきましょう。

鴻巣市のコロナウィルス感染症対策（抜粋）
■ひとり親世帯へ市独自に3万円の給付を決定！！

■特別定額給付金申請スタート！！（10万円給付）■その他
・学校や保育所等は6月 1日から再開
・公共施設等は6月 1日から順次再開
・市イベントは8月末まで中止
・市職員の勤務体制の見直し（出勤者７割減へ）

等々
情勢を見ながら流動的な対応となりますが、
ご理解をいただけますと幸いです。

コロナ対策、鴻巣独自事業に約3億8,650万円！！

   令和2年2-6月の売り上げが5%減少で、
　　○中小企業者等支援給付金　10万円給付
　　○家賃等支援給付金　最大5万円給付

　○テイクアウト等事業支援補助金  
　テイクアウト等実施事業者へ 最大5万円補助
詳細は商工観光課商工労政担当へ048-597-2100

■市内事業者へ対して市独自の支援策を決定！！

対象：児童扶養手当受給世帯（R2年 4月分受給者）
時期：5月２２日 (金 ) 給付予定
※生活保護受給世帯等を除く
※申請不要

ひとり親家庭等への緊急支援給付金事業

詳細は子育て支援課給付担当へ 048-597-2100

申請書の発送：5月15日(金) 
受付期間：令和２年5月18日～令和2年8月17日まで 
※オンラインは5月7日(木)から申請可
給付開始：5月25日から順次
振込に合わせて、支給決定通知書が送付されます。
詳細はTEL：048-543-7651（平日9時～17時）


